
               

 

 

（お知らせ） 
 

帰還困難区域モデル除染等工事の発注について 
（双葉町・浪江町） 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
１．概要 

 帰還困難区域における除染による線量低減効果を把握し、また、効率

的・効果的な除染工法や作業員の安全を確保する方策を確立し、もって

避難が長期化せざるを得ないと見込まれる地域の復興に係る取組を検討

するにあたっての基礎データを収集することを目的とし、帰還困難区域

モデル除染等工事の発注を行うこととなりました。 

 

２．対象地域 

福島県浪江町（赤宇木地区（別図２－１）、大堀地区（別図２－２）、

井手地区（別図２－３））並びに双葉町（双葉厚生病院一帯（別図２－４）、

ふたば幼稚園（別図２－５））の地域のうち、生活圏及び林縁部から森林

側に概ね 20m 入った部分（以下「林縁部」という。）を範囲とする。 

 

３．入札方式 

施工体制確認型の総合評価方式（※） 

※入札者の施工体制を確認しつつ、価格と技術点を総合的に評価して

落札者を決定する方法。技術点の評価項目としては、新技術の提案、

地域配慮、現場保管方法を規定。 

 

除染特別地域（環境省が直接除染を行う地域・11市町村）のうち双

葉町・浪江町の帰還困難区域の一部について、6月 25 日に、帰還困難

区域モデル除染等工事の事業者の公募（入札公告）を行いましたので、

お知らせいたします。 

受注者の決定は 8 月中旬を予定しており、準備作業を経て 9 月中旬

をめどに除染を始める予定です。 



               

 

 

４．今後のスケジュール 

6月 25 日(火) 入札公告 

7 月 4日(木)  質問提出期限 

7 月 16 日(月) 入札参加資格等の申請書等の提出期限 

7月 25 日(木) 参加資格確認結果の通知 

8月 9日(金)  入札書の提出期限 

8月 9日(金)  開札 

 

※その後、施工体制の確認等を行い、落札者を決定し、速やかに、

工事を開始 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜問合先＞ 

 福島環境再生事務所      

直通：024-573-7330 

調 整 官：小沢 晴司 

担  当：小泉 栄一 

     鈴木 弘之 
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平成 25 年度 双葉町・浪江町帰還困難区域モデル除染等工事 特記仕様書（抄） 

 
２．除去土壌等の仮置 
本工事により発生した除去土壌等を保管する一時保管場所又は仮置場名称及び想定している

搬入量は以下のとおりである。 
 

名称 予想搬入量 
浪江町 赤宇木地区エリア 3,939m3 
浪江町 大堀地区エリア                                                                                                                             2,161m3 
浪江町 井手地区エリア 7,506m3 
双葉町 ふたば幼稚園エリア 1,310m3 
双葉町 双葉病院エリア 482m3 

 
○福島環境再生事務所ホームページ 調達情報 
http://tohoku.env.go.jp/fukushima/procure/index.html 
 



除染対象地域図
大字赤宇木地区

注）除染対象エリア：□枠エリア＋隣接20m範囲の森林エリア
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